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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給水システム内のバクテリアの増殖を低減するための水循環装置であって、冷水空間（
５３５、６３５、８３５）および熱水空間（５２５、６２５、８２５）を有する給水栓設
備に連結されるように構成されていることを特徴とする水循環装置において、
　前記熱水空間（５２５、６２５、８２５）と流体連通状態に配置された熱水出口（５５
５、６５５、７０４）と、
　前記冷水空間（５３５、６３５、８３５）と流体連通状態に配置された冷水出口（５６
０、６６０、７０６）と、
　前記熱水出口（５５５、６５５、７０４）および前記冷水出口（５６０、６６０、７０
６）を共通の戻し水管（５８０）へ連結する共通の戻し水出口（５７５、６７５、７７５
）と
を有しており、
　それによって前記冷水空間（５３５、６３５、８３５）および前記熱水空間（５２５、
６２５、８２５）から前記共通の戻し水管（５８０）への水の循環を可能にしている水循
環装置。
【請求項２】
　前記熱水出口（５５５、６５５、７０４）が第１の調節弁（５６５、６６５、７６５）
を備え、前記冷水出口（５６０、６６０、７０６）が第２の調節弁（５７０、６７０、７
７０）を備え、前記第１および第２の調節弁が戻し熱水および戻し冷水の流量をそれぞれ
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制御するようになされている請求項１に記載の水循環装置。
【請求項３】
　前記熱水および冷水出口（５５５、６５５、７０４、５６０、６６０、７０６）が給水
栓設備の壁面支持部内に設けられている請求項１に記載の水循環装置。
【請求項４】
　熱水入口（５０５、６０５、７０５）および冷水入口（５１０、６１０、７１０）と、
　熱水空間（５２５、６２５、８２５）および冷水空間（５３５、６３５、８３５）に連
結された混合室（５５０、６５０、８５０）と
を有する給水栓設備であって、
　請求項１または請求項２に記載の水循環装置が組み込まれていることを特徴とする給水
栓設備。
【請求項５】
　前記熱水空間および前記冷水空間が共通の入口水空間（５２７）内に併合されており、
該共通の入口水空間（５２７）が、共通の戻し水出口（５７５）を通して前記共通の戻し
水管（５８０）に連結されている請求項４に記載の給水栓設備。
【請求項６】
　前記水循環装置が、前記給水栓設備を覆っている混合器ハウジング（６０２）の壁内部
に設けられている請求項４または請求項５に記載の給水栓設備。
【請求項７】
　前記混合室（５５０、６５０、８５０）の内容物を排出するための感圧式弁（５９０、
８９０）をさらに有している請求項４から請求項６までのいずれか１項に記載の給水栓設
備。
【請求項８】
　前記感圧式弁は、前記混合室内の圧力が所定の値以下に下がった場合に前記混合室の内
容物を排出するように構成されていることを特徴とする請求項７に記載の給水栓設備。
【請求項９】
　熱水入口弁（５４０、８４０）と冷水入口弁（５４５、８４５）とをさらに有しており
、該熱水入口弁と冷水入口弁とが両方とも閉止位置にある場合に開くように前記感圧式弁
が構成されている請求項７に記載の給水栓設備。
【請求項１０】
　前記熱水入口が前記熱水空間を含み、前記冷水入口が前記冷水空間を含むことを特徴と
する請求項４に記載の給水栓設備。
【請求項１１】
　軸（８０８）が、前記熱水空間（８２５）から前記混合室（８５０）へ送られる熱水の
流量を制御する前記弁（８４０）に連結しており、
　軸（８１２）が、前記冷水空間（８３５）からの冷水の流量を制御する前記弁（８４５
）に連結しており、
　前記２つの弁（８４０）および（８４５）が、前記２つの軸（８０８）および（８１２
）と、前記混合器ハウジングの外側に設けられたハンドル（８１４）とを介して相互に関
連して動作する請求項４から請求項１０までのいずれか１項に記載の給水栓設備。
【請求項１２】
　前記ハンドル（８１４）が低熱伝導率の材料から作られている請求項１１に記載の給水
栓設備。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２までのいずれか１項に記載の給水栓設備を複数有する水道水ネ
ットワークであって、主熱水管（９４０）と、該主熱水管から分岐した複数の熱水管と、
主冷水管（９２０）と、該主冷水管から分岐した同様の複数の冷水管とを有し、前記分岐
した温水および冷水管のそれぞれが複数の前記給水栓設備（９００）を備えている水道水
ネットワークにおいて、
　同様の複数の戻し水管が連結されている主戻し水管（９３０）を有しており、前記複数
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の戻し水管は、前記各給水栓設備を通して循環される熱水と冷水の混合物を搬送すること
を特徴とする水道水ネットワーク。
【請求項１４】
　熱水入口（５０５、６０５、７０５）および冷水入口（５１０、６１０、７１０）と、
　熱水空間（５２５、６２５、８２５）および冷水空間（５３５、６３５、８３５）と、
　混合室（５５０、６５０、８５０）と、
　前記熱水空間からの熱水出口（５５５、７５５、８５５）および前記冷水空間からの冷
水出口（５６０、７６０、８６０）であって、前記熱水出口からの戻し熱水流および前記
冷水出口からの戻し冷水流を提供する熱水出口（５５５、７５５、８５５）および冷水出
口（５６０、７６０、８６０）と
を有する給水栓設備であって、
　前記熱水出口からの戻し熱水流および前記冷水出口からの戻し冷水流が結合されて共通
の戻し水流になり、該共通の戻し水流が共通の戻し水管（５８０）内を流れるように構成
されている給水栓設備。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、給水栓箇所ならびに水道水ネットワークにおけるバクテリアの増殖、特にレ
ジオネラ菌の増殖を効果的に妨げる給水栓箇所および水道水ネットワークに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　公知の給水栓箇所（ｔａｐｐｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ）すなわち給水栓設備における問題の
１つは、その熱水空間および混合室が、レジオネラ菌などの水を媒介とするバクテリアの
増殖環境を構成していることにあり、特にこの恐ろしいレジオネラ菌は水温が約３５℃の
場合に４８時間以内に１００００倍まで数が増加し得る。レジオネラ菌は非寄生性の生物
として水中を循環しており、また例えば水タンク、水管および混合器の内面に見られる非
常に複雑な微小環境の一部でもある。微生物から成る微生物膜は薄い粘液膜になっており
、バクテリアの増殖を抑制する目的で使用される殺生物剤などの作用に対して驚くほど耐
性がある。殺生物剤は水中ですべての非寄生性バクテリアを効果的に殺すことができるが
、微生物膜中のこのバクテリアの多くは生き延びて、可能な状況になるとすぐに水中で増
殖し始める。この「隠れる」能力のために、ある種のバクテリア（例えばレジオネラ）を
効果的に抑制することが困難になっている。おそらく、２５～５０℃の危険な温度域まで
冷却または加温され得る停滞水で満たされた空間を有する近代的装置の広範な普及に関連
して、この問題は増大しつつある。このような装置の代表例およびレジオネラ菌の発生し
得る源は、今日のサーモスタット混合器である。バクテリアは５０℃以上の温度で消滅す
ると考えられる。
【０００３】
　この問題に取り組んだ最近の試みとして、オペレータが、例えば病院または医療施設の
一連の全給水栓箇所におけるバクテリアを殺す目的で、一時的に混合器および給水システ
ムに熱湯を数分間勢いよく流して洗浄するように特殊工具を使用することができる混合器
があった。混合器を定期的に熱湯流で洗浄するコンピュータ制御自動システムもまた提案
されている。さらに、殺菌効果を示す技術は、塩素、臭素またはオゾンなどの酸化性殺生
物剤とともに水を連続的に供給することによって達成されている。水を勢いよく流して洗
浄する方法は、例えば米国特許第６，０２７，５７２号およびその参考文献に教示されて
いる。しかしながらこのような操作手順は手作業が非常に多いことを意味し、その結果と
して、例えば病院などのサービス・オペレータのコストが高くなることを意味している。
さらにまた医院での活動も阻害されることになる。
【０００４】
　バクテリアの問題に取り組んだ他の試みとして、給水栓を設置した装置内または装置近
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くの水を浄化することによるものがある。オゾン添加を含む方法および装置（米国特許第
５，９４２，１２５号）、多重フィルタを用いた方法（米国特許第５，８５１，３８８号
）、ポンプ供給装置によって殺菌剤を添加する方法（米国特許第５，７０９，５４６号）
および紫外線照射による殺菌方法（米国特許第５，８９１，３２９号）などである。ある
用途、例えば歯科用においては有効ではあっても、装置の複雑さおよび保守の必要性のた
めに、病院または居住用ビルの皆給水栓装置といった大規模な設備にはあまり適さないも
のになっている。また後段階では水を浄化するが急激なバクテリア増殖の問題には取り組
んでいない水浄化原理には疑問がある。
【０００５】
　本発明と同一の出願人による最近登録された米国特許第６，０２１，８０３号では、熱
水と冷水の各入口、および熱水と冷水の各空間を備えた熱水と冷水の混合器を含む給水栓
箇所を提供することによってレジオネラ菌の問題に取り組んでいる。特に混合器内のレジ
オネラ菌の増殖を抑制するために、混合器の熱水空間からの熱水出口を混合器に追加して
設けることを提案している。この出口は戻し熱水管に連結され、各弁の構成によって熱水
は常に循環状態に維持されている。これによって水が危険な温度域２５～５０℃まで冷え
ないことを保証している。断熱保温された熱水用の戻し管は、実際にビルの水道本管ネッ
トワーク内にすでに設置されていることが多いため、そのような場合に戻し管に必要なこ
とは各給水栓箇所へ分岐管を設置することだけである。このことによって設備投資および
保守整備のコストが適正なレベルに維持される。
【０００６】
　従来、レジオネラ菌およびその他のバクテリアは主に加熱された水が存在するシステム
の問題であると考えられてきた。最近では、冷水システムに対しても注意が払われるよう
になってきた。冷水が長期間静止したままであると、例えば夏の暑い時期に危険な温度域
２５～５０℃まで温度が上昇する可能性がある。他の危険を生じる可能性としては冷水シ
ステムが熱水システムによって加熱されることがある。例えば共通のサーモスタットを使
用した混合器において、冷水空間が熱水部からの熱伝道により加熱される可能性がある。
熱水管と冷水管の隔離が十分でなく互いに接近し過ぎている場合には、同じように熱伝道
による温度上昇が生じる可能性がある。１８℃以下の温度ではレジオネラ菌の増殖が非常
に抑制されることが知られている。本発明者の知り得る限り、熱水部と冷水部の間の熱伝
達を抑制するように設計された給水栓箇所は従来技術には存在しない。
【０００７】
　米国特許第６，０２１，８０３号において、冷水を熱水と同じ様に循環させることが提
案されている。これはバクテリアの増殖を制限する効果的なやり方ではあるが、冷水に対
しても戻しシステムを必要とする。加えて、水の連続的な加温を避けるために冷却システ
ムが必要になるであろう。冷水用の戻し管は通常は主配管内に存在せず、また水を冷却す
る機器もない。このシステムは、多くの場合にあまりに複雑で費用がかかり過ぎ、特に既
存のビルに設置する場合にはそれが言える。
【０００８】
　レジオネラ菌の増殖を最小限に抑えるのに必要な条件を要約すると以下のようになる。
熱水は常時高温にすべきで、冷水は常時低温にすべきである。また静止している水がある
空間は注意深く避けるべきである。設備投資および保守整備コストを適正なレベルに維持
するために、システムは水道水本管のまったく新しい基幹ネットワーク、または頻繁な保
守整備が必要な給水栓箇所を要求してはならない。従来技術はどれもこれらの要件を満た
していない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来の水道水ネットワークでは、水が特定の空間内でバクテリアの増殖にとって危険な
温度域まで温められたり冷却されたりしている。この問題を解決するための知られている
解決策は、設置費用が高く、または頻繁な保守整備を必要とするものであった。



(5) JP 4253583 B2 2009.4.15

10

20

30

40

50

【００１０】
　本発明の１つの目的は、水道水ネットワークのあらゆる部分でバクテリアの増殖を効果
的に抑制する水道水ネットワークを提供することによって従来技術の欠点を克服すること
にある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、妥当な設備および保守費用でバクテリアの増殖を効果的に抑制す
る水道水ネットワークの提供を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、熱水部において熱水の連続的な循環を可
能にし、冷水部において冷水の連続的な循環を可能にする給水栓箇所が提供される。
【００１３】
　本発明の発明の給水栓箇所は、給水ネットワークのすべての部分で熱水および冷水を常
に循環させる給水ネットワークを建設する可能性を与える。熱水または冷水による循環に
適さないすべての部分は空にされて通気される。
【００１４】
　本発明の１つの観点によれば、上記目的を実現したものが、熱水入口、冷水入口、熱水
空間、冷水空間、混合室、熱水空間からの熱水出口、および冷水空間からの冷水出口を備
えた給水栓箇所であって、熱水出口から出る戻し熱水流と冷水出口から出る戻し冷水流と
を提供する給水栓箇所である。この装置の利点は、冷水が常時循環し、そのため冷水空間
内を冷たく維持し、また温水が常時循環し、そのため温水空間内を温かく維持することに
ある。これによってバクテリアの増殖が効果的に抑制されることになる。その上、使用者
が給水栓箇所を使い始める時に常に冷水と熱水とがあるので使用者にとってより便利にな
っている。
【００１５】
　熱水出口から出て行く戻し水流および冷水出口から出て行く戻し水流が結合されて１つ
の共通の戻し水流になる。それによって個別の冷水戻し系統ネットワークを必要とするこ
となく熱水および冷水の両者の循環が達成される。したがってこの共通の戻し水流は共通
の戻し水管内を流れるように構成されている。
【００１６】
　本発明の１つの好ましい実施例によれば、給水栓箇所が、熱水入口、冷水入口、熱水空
間、冷水空間、混合室、熱水空間からの熱水出口、および冷水空間からの冷水出口を備え
ている。この熱水空間からの熱水出口および冷水空間からの冷水出口は通路手段によって
結合されて１つの共通の戻し水出口になり、この共通の戻し水出口は共通の戻し水管に連
結するように構成されている。
【００１７】
　本発明の他の実施例によれば、熱水出口および冷水出口には、戻し水の流量と温度とを
制御する調節弁が設けられている。共通の戻し水流が、好ましくは５０℃以上である所望
の温度で所望の流量を得られるように、この調節弁は典型的には一度、設定される。
【００１８】
　本発明のさらに別の実施例によれば、混合室には感圧式弁が設けられており、混合室お
よび好ましくは、例えばシャワ・ホースなどこの混合室に連結された任意の機器の水切り
および通気を行うために、給水栓箇所が使用されていない場合にこの弁が開くように構成
されている。
【００１９】
　本発明について図を参照して詳細に説明する。
【実施例】
【００２０】
（関連技術）
　従来技術の混合器および混合器ハウジングについて図１～図３を参照して簡単に説明す
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る。混合器１０が、熱水入口２０と、冷水入口４０と、水槽、浴槽またはこれと類似のも
の８０へと続く混合器出口３４とを備えた混合器ハウジング１２を有している。混合器か
ら出てくる水の流量と温度はノブ１４および１６でそれぞれ調整される。図１ｂおよび図
１ｃは米国特許第６，０２１，８０３号による混合器１０の機能的特性の原理を概略的に
表現して示したものである。混合器ハウジング１２の一端において、熱水管６４に連結さ
れた熱水入口２０が、混合器ハウジング１２の内部の大きな部分または小さな部分を占め
得る熱水空間２２内に開口している。熱水空間２２と混合室３２との間には配管通路２８
および入口弁３０がある。混合器ハウジング１２の反対側の他端においては、冷水管７０
に連結された冷水入口４０が、混合器ハウジング１２の内部の大きな部分または小さな部
分を占め得る冷水空間４２内に同じようにして開口している。冷水空間４２と混合室３２
との間には配管通路４８および入口弁５０がある。混合室３２と混合器出口３４との間に
出口弁３６がある。
【００２１】
　図２および図３に示すように、入口弁３０、５０および出口弁３６は、使用者がノブ１
４を回して混合器を図３に示すような位置に開くか、あるいは図２に示すような位置に閉
じる時に調整されることができるように互いに機械的に結合されている。混合室３２から
出てくる混合水の温度は、混合水の所望の温度を設定するための弁３０および５０の相互
の開放位置を調整するノブ１６によって調整される。さらに、このノブ１６はサーモスタ
ット４６に連結されており、このサーモスタット４６は、所望の設定温度と実際の温度と
を配管４４を介して比較することができ、また概略的に示した伝達装置４７を介したフィ
ードバックを使用して、実際に公知の機構による所望温度に従って前記相互開放位置を調
整する。
【００２２】
　前記米国特許によれば、混合器１２は熱水空間２２からの熱水出口２４も有している。
この熱水出口２４は、出口弁２６経由の熱水用の戻し管６６と連結されるように配置され
ている。図２および図３に示すように、出口弁２６はノブ１４を動かすことによって他の
弁とともに調整されるように構成されている。出口弁２６は、混合器を使用してない場合
に熱水空間に連続的に熱水を勢いよく流して洗浄するように、閉じた混合器位置（図２）
では開いており、開いた混合器位置（図３）では閉じている。
【００２３】
　水切りおよび通気出口５４が混合室３２から延びている。これはノブ１４を回すことに
よって他の弁とともに移動する弁５６によって開閉を行う。さらに詳細に述べると、弁５
６は、開いた混合位置（図３）にある間は閉じ、閉じた混合位置（図２）にある間は開く
ように構成されている。混合器が、従来の配管とシャワー・ホースとなどのように２つの
別の出口を有する場合には、これらは両方とも出口５４を介して水切りと通気とを行うこ
とができる。混合室３２内のバクテリア増殖の危険性をさらに低減するためには、前記混
合室を最小の容積で組み立てることが好ましい。
【００２４】
　米国特許第６，０２１，８０３号でも提案されているように、冷水空間４２は、水出口
弁２６のような弁を経由することが好ましい水出口を設置して、戻し管に連結することが
できる。したがってあらゆる給水栓箇所に１つの熱水管、１つの冷水管、１つの熱水戻し
管、および１つの冷水戻し管を供給することが必要になる。
【００２５】
　これに対応する水道水システムを図４に概略的に示す。少なくとも１つの熱水用の管４
５０、１つの戻し熱水管４４０、１つの冷水管４２０、および１つの戻し冷水管４３０を
含む水道本管ネットワークは、一般にビルの各階で分岐し、圧力制御調整弁４１０を経由
して、ここでは上記サーモスタット式シャワ混合器として示した個々の給水栓箇所４００
に送られる。戻し冷水は冷却装置４６０によって低温に維持され、戻し熱水は加熱装置４
７０によって高温に維持される。
【００２６】
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（実施例）
　以下では本発明の第１の実施例について図５ａの概略図を参照して説明する。混合器は
、混合器ハウジング５００、熱水入口５０５、冷水入口５１０、および例えばシャワーに
通じる混合水出口５１５を備えている。熱水入口５０５は熱水管５２０に連結され、熱水
空間５２５につながっている。同様に、冷水入口５１０は冷水管５３０に連結され、冷水
空間５３５につながっている。熱水空間５２５および冷水空間５３５は各弁５４０および
５４５をそれぞれ経由して混合室５５０に連結されている。この弁５４０および５４５は
別々に操作されるか、あるいは「単一のレバー」機構となるように互いに機械的に結合さ
れることができ、また例えば上記で図２の従来技術混合器を参照して説明した配置を通し
てサーモスタット装置を組み込むことができる。熱水部および冷水部の両方において循環
を実現するために、熱水空間には熱水出口５５５が設置され、冷水空間には冷水出口５６
０が設置されている。熱水出口５５５および冷水出口５６０はそれぞれ調節弁５６５、５
７０を経由し、合流して１つの共通の戻し水出口５７５になり、共通の戻し水管５８０に
連結されている。調節弁５６５および５７０の目的は戻し熱水および戻し冷水の適正流量
を設定すること、すなわち戻し水の温度を設定することでもある。典型的には、調節弁５
６５、５７０は、設置の際に、戻し管内の水の所望の流量と温度（５０℃以上が好ましい
）を与えるように調整され、通常運転中は調整されない。バクテリアの増殖を抑制するた
めに選択される温度は前に説明した通りである。これらの構成によって、給水栓箇所の熱
水部は常に熱水の流れに出会い、冷水部は常に冷水の流れに出会うことになる。これらの
流れを一緒にして１つの共通の戻し水出口５７５にすることによって、ただ１つの戻し水
管、すなわち共通の戻し水管５８０だけが必要となる。前に記述したように、大抵の大型
ビルは主配管中に戻し熱水管を有しており、したがって個別の給水栓箇所からの共通の戻
し水管は既存の水道水システムに容易に連結される。
【００２７】
　本発明の他の実施例においては、図５ｂに示すように冷水空間５３５および熱水空間５
２５が１つの共通入口水空間５２７に結合されており、冷水と熱水が弁５８５を経由して
混合室５５０に入る前にその空間内で混合される。この実施例において、各入口５２０お
よび５３０と共通入口水空間５２７との間には、サーモスタット装置を含むこともある弁
５４０および５４５がそれぞれ配置されている。共通入口水空間５２７は共通の戻し水出
口５７５に連結され、共通の戻し水出口５７５が引き続き共通の戻し水管５８０に連結さ
れている。
【００２８】
　混合室５５０は、混合器を使用していないときは循環水にさらされない。それゆえバク
テリア増殖の危険を最小限にするために、混合室５５０は弁５９０を介して、排水および
通気出口５８５を通してその内容物が排出される。弁５９０は、混合室５５０内の圧力が
事前に設定した値以下に下がった場合に開くように構成された感圧式弁であることが好ま
しい。各入口弁５４０と５４５が両方とも閉止位置に移動した場合、すなわち混合器がも
はや使用されていない場合、混合室５５０内の圧力が低下して弁５９０が開き、混合室５
５０の排水が行われることになる。適切な特性を備えた感圧式弁が市販されている。混合
水出口４１５に連結された給水栓箇所の部品もまた水切りおよび通気を行うように気をつ
けねばならない。図５ａに手持ち式のシャワが例示してある。シャワー・ホース５９５は
、例えば金属材で補強されたらせん型の形状をしており、シャワー・ホースのらせん部が
絶えず下に向かっている湾曲部になるように、手持ちシャワー５９７を壁の所定位置にあ
る支持具５９８に置くことによって伸ばしている。この構成によって、シャワー・ホース
５９５または手持ちシャワー５９７内部に水が溜まらず、すべての水が排水および通気出
口５８５を通して排出されることが保証される。
【００２９】
　必要な部品を原理的な機能に対してのみ示し、簡略化した混合器を説明することによっ
て本発明を例示してきた。給水栓箇所は、実際には非常に多くの弁、冷水空間と熱水空間
、および混合室を備えており、より複雑な構成をしている。このような空間の大きさや形
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状もまた給水栓箇所の設計および／または目的とする用途に応じて変わる可能性がある。
熱水空間および冷水空間は、例えば熱水入口内および冷水入口内に含まれているかもしれ
ない。しかしながら当業者は、上に示した以外の他の構造でも本発明の原理を利用して熱
水および冷水の循環を実現し、感圧式弁の助けを借りて循環には適さないどんな空間でも
水切りを行うことができることを理解するであろう。
【００３０】
　図６に本発明の実施例を示す。図５の熱水出口５５５および冷水出口５６０は、混合器
ハウジング内の通路６５５および６６０によってそれぞれ実現され、共通の戻し水出口６
７５（５７５に対応している）に連結されている。図に示すように通路６５５および６６
０は混合器ハウジング（６０２）の壁内に設けられている。調節弁６６５（５６５）およ
び６７０（５７０）は、通路が共通の戻し水出口６７５に連結する前に設けられており、
混合器ハウジングの外側から簡単に調節できるようになっている。図には熱水および冷水
の各入口６０５および６１０、熱水および冷水の各空間６２５および６３５もそれぞれ示
され、また混合室（６５０）も示されている。
【００３１】
　図７は、混合器ハウジングの外側に配置された冷水出口および熱水出口の接合部を有す
る本発明の他の実施例を示す。混合器７０２は戻し熱水７５５および戻し冷水７６０に対
して別々の出口を有している。戻し冷水および戻し熱水はその後で、図７に示すように熱
水通路７０４および冷水通路７０６をそれぞれ含む外部装置であって、好ましくは混合器
壁面支持部７０８内に組み込まれた外部装置につながっており、共通の戻し水出口７７５
に連結されている。壁面支持部は調節弁７６５および７７０をも含むことができる。熱水
入口７０５および冷水入口７１０もそれぞれ図に示されている。
【００３２】
　上で説明したように混合器の冷温部分は冷たく維持し、高温部分は熱く維持しなければ
ならない。図８は２つの軸８０８および８１２で熱伝達を最小限にする本発明の実施例を
示している。この軸８０８は、熱水空間８２５から混合室８５０へ送られる熱水の流量を
制御する弁８４０に連結されている。軸８１２は、冷水空間８３５からの冷水の流量を制
御する弁８４５に連結されている。弁８４０および８４５は、好ましくは熱伝導率の低い
材質でできた軸８０８および８１２およびハンドル８１４を介して相互に関連して動作す
る。ノブ８１６が混合室８５０に導かれる熱水の割合を調整する。図には熱水および冷水
の循環を可能にする熱水出口８５５および冷水出口８６０および排水弁８９０が示されて
いる。貫通軸の使用を避け、その代わりに実際の混合器ハウジングの外側のハンドルを使
用して各弁の動作を結合することにより、混合器の高温部と低温部間の熱伝達が低減され
る。混合器の各部品およびハウジング内で熱伝導率の低い材質、例えばプラスチックなど
の材質を選択することによって、熱伝達をさらに低減することができる。
【００３３】
　異なる実施例について上に示した本発明を利用することによって、水道水の本管ネット
ワークは図４と比べて著しく簡略化することができる。
【００３４】
　図９に本発明による模範的な水道水ネットワークを概略的に示した。この水道水ネット
ワークは、熱水用の１つの管９４０と、１つの戻し水管９３０と、１つの冷水管９２０と
、圧力制御調整弁９１０を経由して個々の給水栓箇所９００に送水する分岐管とを含んで
いる。戻し水管は適正な循環を達成するためによく知られたＴｉｓｈｅｌｍａｎの結合原
理に従って配置されている。図４の水道ネットワークと比較すると、（ａ）冷水戻し管が
一切必要無いこと、（ｂ）冷却装置４６０が必要無いこと、に注目すべきである。すべて
の個別調節弁５７０および５６５、調整弁９１０、ならびにここでの説明は省略した水道
水ネットワークの流量および圧力の制御に必要なその他の手段の調整は、当業者にとって
よく知られていると考えられる。
【００３５】
　本発明による給水栓箇所をすべての給水栓箇所に設置することによって、熱水と冷水の
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ているかに関係なく維持される。静止している水が危険温度域まで加熱または冷却される
危険性が著しく低減される。水道水ネットワークのすべての部分で熱水と冷水の両方の循
環を維持するためには、例えばシャワー給水栓用のみならずすべての給水栓箇所を本発明
によって提供される種類のものにする必要があることに注意すべきである。
【００３６】
　シャワー／浴槽給水栓のような給水栓箇所について説明する実施例によって本発明を示
してきたが、このような装置に限定されるものと考えるべきではない。他の応用例、例え
ば歯科用の装置も本発明から同じように利益を得るだろう。特に重要なことは、非常用シ
ャワーおよび非常用洗眼シャワーなどの稀にしか使用しない機器で本発明を利用すること
である。
【００３７】
　以上のように説明した本発明から、本発明をさまざまな態様に変形できることが明らか
である。このような変形形態は、本発明の精神と範囲を逸脱するものとみなすべきではな
く、当業者にとって明らかであるような変更形態はすべて本発明の特許請求の範囲内に含
まれると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】従来技術の給水栓箇所の正面図である。
【図２】閉止位置にある図１の給水栓箇所の概略図である。
【図３】開放位置にある図１の給水栓箇所の概略図である。
【図４】従来技術の給水システムの概略図である。
【図５ａ】本発明の一実施例による給水栓箇所の概略図である。
【図５ｂ】別の実施例の概略図である。
【図６】本発明の第１の実施例によって混合器の形で実施した給水栓箇所の部分縦断面図
である。
【図７】本発明の第２の実施例によって混合器の形で実施した給水栓箇所の部分縦断面図
である。
【図８】本発明の第３の実施例によって混合器の形で実施した給水栓箇所の縦断面図であ
る。
【図９】本発明による給水システムの概略図である。
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